
上磯～知内ゾーン 図面番号 1/3

42.新浜地区

護
①-6

護
①-5

北斗（当別地区）
漁港

恵山～函館ゾーン

①-4

離

②-2

離

②-1

護

①-3

護
①-2

護
①-1

Ａ

Ａ

所管

北斗
（茂辺地地区）
漁港

護

北斗（上磯地区）
漁港

40.東浜地区

41.河原地区

36.函館山地区

函館海岸

Ａ

上磯～知内ゾーン

自然崖地海岸の優れた景観を残す地域

護
①-7

住吉漁港

潜

②-18
⑤-8

②-17

⑤-7
潜

35.住吉地区 32.栄地区

34.青柳地区 33.東川地区

護

S=1:50,000

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

②-19

護
①-12

函館漁港

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

人工海浜（養浜を含む）

堤

護

胸

突

離

潜

消

防

砂

浜

樹

×

①-9

護

離
消

護
突

消

護
突

消



上磯～知内ゾーン 図面番号 2/3

木古内海岸

上磯～知内ゾーン

56.幸連地区

護
②-8
⑧-5

護 潜

②-7
⑤-1
⑦-1
⑧-4

護
②-6

⑧-3

離
護

②-5
⑧-2

護
②-4
⑧-1

護

②-3

護
①-8

護

①-7

木古内
（木古内地区）
漁港

木古内
（札刈地区）
漁港

木古内
（泉沢地区）
漁港

52.釜谷地区54.泉沢地区 53.亀川地区

57.札苅地区

62.新道地区

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

51.
御宮野地区

50.大釜谷地区

木古内
(釜谷地区)
漁港

55.橋呉地区

60前浜地区61本町地区
59.港町地区

58.大平地区 Ａ
所管

49.三ツ石地区

護
①-6

接
合
線

上磯海岸

接
合
線

S=1:50,000

Ａ

上磯～知内ゾーン

自然崖地海岸の優れた景観を残す地域

知内海岸

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

中の川漁港

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

人工海浜（養浜を含む）

堤

護

胸

突

離

潜

消

防

砂

浜

樹

×

護

離

護

離

護



上磯～知内ゾーン 図面番号 3/3

上磯～知内ゾーン

知内海岸

64.森越地区 63.中の川地区66.知内地区

69.涌元地区

中の川漁港
知内（涌元地区）
漁港

①-9
①-10 離離

護

②-12

②-11

護

②-10

消

⑧-6
②-9

離

67.前浜地区

68.元町地区

65.重内地区

知内（小谷石地区）
漁港

Ａ
所管

木古内海岸

62.新道地区

⑧-5
②-8

護

70.小谷石地区

接
合
線

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

S=1:50,000
Ａ

上磯～知内ゾーン

自然崖地海岸の優れた景観を残す地域

離
離

護

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

人工海浜（養浜を含む）

堤

護

胸

突

離

潜

消

防

砂

浜

樹

×

護

護

護
堤

②-13

消 堤 離 護



福島ゾーン 図面番号 1/2

岩部漁港

71.岩部地区 70.小谷石地区72.日出地区73.浦和地区74.塩釜地区

75.月崎地区

76.福島地区81.吉岡地区

77.日向地区80.豊浜地区

78.白符地区

79.宮歌地区

上磯～知内
ゾーン福島ゾーン

福島海岸 知内海岸

吉岡漁港

福島
(白符地区)
漁港

福島（福島地区）漁港

福島（浦和地区）
漁港

離
①-6

離
①-5
②-4

①-4

②-3

潜

護
浜

突
離
①-3

離
①-2
②-2

①-1
②-1

離

⑥-1

離

82.館崎地区

接
合
線

Ａ

福島ゾーン

自然崖地海岸の優れた景観を残す地域

接
合
線

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

S=1:50,000

護
①-8

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

人工海浜（養浜を含む）

堤

護

胸

突

離

潜

消

防

砂

浜

樹

×

胸
①-9

護

離

潜



福島ゾーン 図面番号 2/2

吉岡漁港

福島(白符地区)漁港

福島（福島地区）
漁港

福島（浦和地区）
漁港

離

①-7

離
①-6

離
①-5
②-4

①-4
②-3

潜

護

浜

突

離
①-3

離

①-2
②-2

①-1
②-1

Ａ

Ａ

福島ゾーン

自然崖地海岸の優れた景観を残す地域

所管

離

⑥-1

離

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

S=1:50,000

護

①-8

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

白神漁港

胸
①-9

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

人工海浜（養浜を含む）

堤

護

胸

突

離

潜

消

防

砂

浜

樹

×
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